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◆◆ 適年廃止まであと 2 年半！！  ◆◆  
（ 佐 藤 事 務 所  社会保険労務士 佐 藤 康 三 ） 

 
適格退職年金制度（適年）は平成

24 年 3 月末で廃止になります。廃止

まで、あと残り 2 年半となりました。

企業年金連合会によりますと平成

21 年 3 月末時点でまだ 25,441 件も

の受託件数が残っているようです。 
 

 もしこのまま適年の契約を続け

ていればどうなるのかについては、

現時点では不透明なところがあり

ますが、税制上の優遇措置の適用が

なくなり、掛金が損金計上出来なく

なる他、受取時に「退職所得控除」

や「公的年金等控除」も適用できな

くなってしまうため従業員に不利

益をもたらしてしまうことが考え

られます。 
 
適年廃止までに企業がとるべき

方策は次の 4 つです。 
1.確定拠出年金（401ｋ）への移行 
2.確定給付企業年金（基金型・規約

型）への移行 
3.中小企業退職金共済（中退共）へ

の移行 
4.解約（従業員に一時金として分配） 

 
 
 
 

いずれもの方策にもメリット・デ

メリットがあるため、比較検討して

自社の退職金制度に相応しい移行

先を選択してください。 
 

それと同時に、適年制度において

多くの企業が抱える積立不足への

対応や将来持続可能な退職金制度

の構築が望まれます。今後 24 年 3
月に向けて、本格検討する企業が適

年等の受託金融機関に殺到するこ

とが予想され、最後の 1 年は十分な

議論や準備をして対応することが

難しくなると思われます。「残り 2
年半」は決してゆとりある期間では

なさそうです。 
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平成２１年 

今後半年の間には、少なく

とも方向性を見出したい

ものですね。そのために、

早 め に 着 手 し ま し ょ

う！！ 


